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学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について（通知） 

 

「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（平成２３年埼玉県教

育委員会規則第９号）」が平成２３年３月１８日に公布され、別紙のとおり平成２３年４

月１日から施行されることになりました。 

改正の概要等は下記の通りです。つきましては、事務の取扱いを適切に処理するようお

願いします。 
 

記 
 

１ 改正の概要 

(1) 病気休暇の通算規定を整備し、連続する８日以上の病気休暇期間を使用した職員が

復帰後実勤務日数が２０日に達するまでの間に、再び病気休暇を使用したときは、前

後の病気休暇の期間は連続しているものとみなすこととする。（第１１条第２項関係） 

(2) 例外的に９０日を超えて病気休暇を取得できる場合とその期間を規定する。（第１

１条第３項関係） 

 ア 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病に

 かかった場合 その療養に必要な期間 

 イ 臨時的任用に係る職員及び条件附採用期間中の職員が負傷し、又は疾病にかかっ

 た場合 その療養に必要な期間 

 ウ 定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で断

 続的に病気休暇を使用することにつき、県教育委員会が人事委員会と協議してその

 療養を必要と認める場合 その療養に必要な期間 

 エ 病気休暇の期間中に異なる負傷、疾病となった場合 異なる負傷、疾病となった

 日から９０日までの期間内 

 オ ９０日の病休後、実勤務日数が２０日に達する日までの間に、異なる負傷、疾病



 のため再度の病気休暇となった場合 再度の病気休暇は９０日までの期間内 

(3) 病気休暇の単位は、１日又は１時間とすることとする。病気休暇の期間計算におい

て、１日に満たない病気休暇を使用した日も１日とみなすこととする。（第１１条第

５項関係） 

(4) 埼玉県立高等学校管理規則の規定の整備を行う。（附則関係） 

 

２ 施行期日 

 平成２３年４月１日 


